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Candidatus Liberibacter solanacearum とは 

 

英名：psyllid yellows, zebra chip, zebra complex 

学名：Candidatus Liberibacter solanacearum (Lso) 
 

ばれいしょ、トマト、トウガラシ等のナス科植物に感染し、品質・収量の低

下など大きな被害を引き起こす植物病原細菌。にんじんにおいて種子伝染す

る。トガリキジラミ科の Bactericera cockerelli、B. nigricornis、B.  

trigonica（いずれも日本未発生）によって媒介される。 

 

【世界における発生地域】 

スウェーデン、スペイン、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、

カナリア諸島、モロッコ、アメリカ合衆国、エルサルバドル、グアテマラ、 

ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド 

 

【主な宿主植物】 

  セロリー、トマト、なす、にんじん及びばれいしょの生植物並びににんじ 

んの種子 

 

【被害状況】 

  ナス科植物：生育不良、葉の萎黄や紫色化、節の肥大、過剰着果及び果実  

              の小型化など。 

  ばれいしょ：ほふく茎の壊死及び塊茎維管束組織の褐変。 

  ニンジン：葉巻及び葉の黄化・銅色化・紫色化、並びに茎根の生長阻害及  

            び二次根の異常増殖。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害を受けたばれいしょ塊茎               被害を受けたニンジン 

左：維管束組織の褐変           左：葉巻及び紫色化、並びに茎根の生長阻害 

右：健全                 中央：葉巻及び茎根の生長阻害 

                     右：健全 

                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Bactericera cockerelli 
 

【防除方法】 

  殺虫剤による媒介虫の防除が有効である。また、ニンジン種子では、50℃20

分の温湯浸漬若しくは 50℃72 時間の乾熱処理により殺菌可能。 

 

【侵入防止に向けた検疫措置】 

 １．植物防疫法施行規則別表２－２に基づき、宿主植物の生植物を対象に輸 

 出国へ遺伝子診断法による検定を要求。 

 ２．輸入種苗検疫要綱（昭和 53 年９月 30 日付け 53 農蚕第 6963 号）に基づき、 

 にんじん種子を対象に遺伝子診断法（リアルタイム PCR）を実施。 

    ただし、 

   ①輸出国において、遺伝子診断法検査若しくは 50℃20 分の温湯浸漬若し 

   くは 50℃72 時間の乾熱処理が行われ、当該病菌が付着していない旨の 

   記載が検査証明書にある場合 

      又は、 

   ②輸入者若しくは管理者の要望で、我が国で輸入検疫（１次検査）を行 

   った後、輸入者若しくは植物防疫官により 50℃20 分の温湯浸漬若しく 

   は 50℃72 時間の乾熱処理が行われる場合 

   を除く。 
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